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回　覧

　消費生活センターでは、契約や商品・サービスに関するトラブルなど、消費生活に
関するご相談を受け付けています。専門の資格を持った消費生活相談員が皆さんと 
一緒に考え、解決のお手伝いをします。
　契約トラブル・悪質商法でお困りの時や、契約前にわからなくて不安なことがある
時は、お早めにご相談ください。

契約やお買物　 消費者トラブル相談窓口

お試しのつもりで 
注文したら 

定期購入に !?

簡単に儲かると 
言われたけど、 

本当かな？

トイレがつまって 
修理をしてもらったら 

高額な料金を 
請求された！

突然訪問されて、 
思わず契約して 

しまったけれど…

　　消費生活センター消費生活センター　　に
お気軽にご相談ください！

台東区長

区長あいさつ

　買い物をする、電気・ガス・水道を使う、インターネットで情報を得
る等、私達は日常のあらゆる場面で「契約」を結び、「消費生活」を送っ
ています。しかし、契約や消費の形は様々であり、悪質商法等の被害に
あう危険も潜んでいます。区では「台東区消費生活センター」による、
消費者相談の実施や消費生活に関する情報の普及・啓発等、消費者施策
の充実に取り組むことにより、区民の皆様の安全安心な消費生活の実現
を目指してまいります。



台東区消費生活センター台東区消費生活センター 相談専用電話　03-5246-1133
受　付　時　間　月～金　午前 9 時～午後 4 時まで

　スマホを見ていたら、シミを目立たなくする美容液の広告が表
示された。「今なら初回お試し価格 1,980 円！」「いつでも解約
できます」とあったので申込むことにした。申込みの入力の最後
に「今ならクーポンで 500円お得！」という画面が現れたので
クーポンをタップして注文を確定した。後日、届いた美容液を試
したが効果が感じられないので、業者に「解約したい」と連絡し
たが、「クーポンを使った場合は 4回コースに変更になり、4回
受け取るまで解約できないと規約に書いてある。代金は次回から
10,000 円」と言われてしまった。

センターからの
アドバイス !!

　インターネットショッピングやテレビショッピング、カタログ販売などの
通信販売は、規約に書いてある購入条件や返品条件に原則従わなくてはなり
ません。また、クーリング・オフ制度も原則ありませんので、注文する前に
購入条件や返品条件をしっかり確認しましょう。ただし、規約や条件の表示
が分かりづらいなど、表示が不十分なために誤認して契約した場合は、契約
の取り消しを主張できる場合がありますので、お早めに消費生活センターに
ご相談ください。

通信販売トラブル ～お試しで1回だけのつもりが「定期購入」だった～

消費者啓発講座
くらしに役立つ講座

　日常生活における身近な内容をテーマに、消費者講座を開催していま
す。くらしに役立つ知識や情報がいっぱいですので、お気軽にご参加く
ださい。「台東区公式ホームページ」や「広報たいとう」などで随時募集
しています。

消費生活相談員による出前講座
　町会やシニアクラブ、学生や PTAの勉強会等、台東区内で行われる
集会、学習会、社内研修等に消費生活相談員がお伺いして、消費トラブ
ルの対処法やくらしに役立つ情報をお話します。
　費用は無料、短時間でも少人数でも構いません。出前講座のお申込み
は下記までお気軽にご連絡ください。

子供向け早期啓発講座
　物やサービスを選んで使うという点で子供も消費者です。早期からの
消費者啓発として、子供向け講座「夏休みこども教室」を実施する他、
「学びのキャンパスプランニング事業」の一環として区内小学校で特別授
業も行っています。

くらしに役立つ講座

町会での出前講座

小学校での特別授業


